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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用液体を収容し且つ押圧されると片端縁が開封されると共に開封された該片端縁を
通して該歯科用液体が流出せしめられる少なくとも１個の袋体を含有した合成樹脂製包装
体であって、
　両側縁及び下端縁は全体に渡って閉じられていて、横方向に隣接して位置する塗布具挿
入部と袋体収納部とが規定されており、上端縁は該袋体収納部に対応する部位は少なくと
も部分的に閉じられているが、該塗布具挿入部に対応する部位は、細長い棒状本体とその
先端に配設された液体保持部とを有する塗布具を、外部から入出自在に挿入できるように
開放されており、
　該袋体は該片端縁を下方に向けて該袋体収納部内に位置せしめられており、該包装体を
介して該袋体を押圧することによって、該袋体の該片端縁が開封されて該袋体内から該歯
科用液体が該片端縁を通して該袋体収納部の下部に流出せしめられ、該塗布具挿入部の下
部に流動し、
　開放されている上端縁を通して該塗布具を該塗布具挿入部内に挿入することによって、
該塗布具の該液体保持部に該歯科用液体を付着せしめることができる、
　ことを特徴とする合成樹脂製包装体。
【請求項２】
　該袋体はその他端縁部の少なくとも一部を包装体の該上端縁部の所定部位間に介在せし
めて該袋体収納部内に導入され、該上端縁部を部分的に接合することによって該上端縁部
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の該袋体収納部に対応する部位が閉じられると共に該袋体の該他端縁部が包装体の該上端
縁部間に拘束され、該袋体の該片端縁は該袋体収納部の下端縁から上方に離間して位置す
る、請求項１記載の合成樹脂製包装体。
【請求項３】
　該袋体収納部と該塗布具挿入部との境界に沿って且つ下端部を除いて、包装体の対向す
る壁面を接合することによって、該袋体が該袋体収納部内の所要位置に拘束され、該袋体
の該片端縁は該袋体収納部の下端縁から上方に離間して位置する、請求項１記載の合成樹
脂製包装体。
【請求項４】
　帯状合成樹脂フィルム乃至シートを筒状形態にせしめて両端縁部を全長に渡って接合し
、該筒状形態の下端縁部を全長に渡って接合すると共に上端縁部を部分的に接合すること
によって形成され、該袋体は該上端縁部を部分的に接合する前に該袋体収納部内に導入さ
れる、請求項１から３のいずれかに記載の合成樹脂製包装体。
【請求項５】
　該袋体収納部の下部及び該塗布具挿入部の下部の少なくとも一方は透明乃至半透明であ
る、請求項１から４のいずれかに記載の合成樹脂製包装体。
【請求項６】
　該塗布具挿入部の上端縁部において片壁面には上端縁から下方に延在する切欠が形成さ
れている、請求項１から５までのいずれかに記載の合成樹脂製包装体。
【請求項７】
　該塗布具挿入部の上端縁部において他壁面は片壁面とは異なった色に着色されている、
請求項１から６までのいずれかに記載の合成樹脂製包装体。
【請求項８】
　該塗布具挿入部の上端縁は少なくとも一部において該袋体収納部から離れる方向に向か
って漸次上方に傾斜せしめられている、請求項１から５までのいずれかに記載の合成樹脂
製包装体。
【請求項９】
　該下端縁は両壁面の下端縁部を相互接合することによって閉じられており、該下端縁部
の相互接合領域における該袋体収納部に対応する部分は該塗布具挿入部から離れる方向に
向かって漸次上方に傾斜せしめられている、請求項１から８までのいずれかに記載の合成
樹脂製包装体。
【請求項１０】
　該下端縁は両壁面の下端縁部を相互接合することによって閉じられており、該下端縁部
の相互接合領域における該塗布具挿入部に対応する部分は該袋体収納部から離れる方向に
向かって漸次上方に傾斜せしめられている、請求項１から８までのいずれかに記載の合成
樹脂製包装体。
【請求項１１】
　該袋体収納部の少なくとも片壁面の所定押圧部位には表示が施されている、請求項１か
ら１０までのいずれかに記載の合成樹脂製包装体。
【請求項１２】
　該袋体収納部内には少なくとも２個の袋体が位置せしめられており、少なくとも２個の
袋体から流出された液体が混合される、請求項１から１１までのいずれかに記載の合成樹
脂製包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用液体を収容し且つ押圧されると片端縁が開封されると共に開封された
片端縁を通して歯科用液体が流出せしめられる少なくとも１個の袋体を含有した合成樹脂
製包装体に関する。
【背景技術】



(3) JP 6723928 B2 2020.7.15

10

20

30

40

50

【０００２】
　歯科用接着液或いは消毒液の如き歯科用液体は、一般に、少量の歯科用液体を密封収容
した袋体或いは袋部から歯科用液体を排出し、塗布具の先端に付着せしめて患部に塗布さ
れる。下記特許文献１には、歯科用液体を収容した袋部（コンパートメント）と封止部（
ブレークゾーン）を介して袋部に隣接するポケット部とを備えた包装体が開示されている
。ポケット部には塗布具の先端が収容されている。歯科用液体を患部に塗布する際には、
袋部を押圧して歯科用液体に圧力を及ぼすことによって封止部を開封し、袋部内に収容さ
れていた歯科用液体をポケット部に流動せしめて塗布具の先端に付着せしめ、そして塗布
具の先端をポケット部から離脱せしめて患部に適用する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１４６９０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　而して、上記特許文献１に開示されている包装体は使用勝手が良好でなく、（１）袋部
を押圧して歯科用液体をポケット部に流入させる際の歯科用液体の流動方向がポケット部
の開放端に指向している故に、特に粘度が低い歯科用液体の場合にはポケット部を通過し
て外部に流出してしまう虞がある、（２）袋部の押圧を解除した時に袋部が弾性的に元の
状態に復元し、これによってポケット部に流動せしめられた歯科用液体が袋部に戻ってし
まう傾向がある、（３）包装体が不透明材料から形成されている故に、歯科用液体の流動
を目視によって確認することができない、という問題を有する。
【０００５】
　本発明は上記事実に鑑みてなされたものであり、その主たる技術的課題は、上記特許文
献１に開示された上述したとおりの包装体に比べて使用勝手が少なくとも部分的に改良さ
れた、歯科用液体を収容し且つ押圧されると片端縁が開封されると共に開封された片端縁
を通して歯科用液体が流出せしめられる少なくとも１個の袋体を含有した合成樹脂製包装
体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者等は鋭意検討の結果、独特な形態の包装体、即ち両側縁及び下端縁は全体に渡
って閉じられていて、横方向に隣接して位置する塗布具挿入部と袋体収納部とが規定され
ており、上端縁は袋体収納部に対応する部位は少なくとも部分的に閉じられているが塗布
具挿入部に対応する部位は開放されており、袋体は開封される片端縁を下方に向けて袋体
収納部内に位置せしめられる形態の包装体、によって上記主たる技術的課題を達成するこ
とができることを見出した。
【０００７】
　即ち、本発明によれば、上記主たる技術的課題を達成する合成樹脂製包装体として、歯
科用液体を収容し且つ押圧されると片端縁が開封されると共に開封された該片端縁を通し
て該歯科用液体が流出せしめられる少なくとも１個の袋体を含有した合成樹脂製包装体で
あって、
　両側縁及び下端縁は全体に渡って閉じられていて、横方向に隣接して位置する塗布具挿
入部と袋体収納部とが規定されており、上端縁は該袋体収納部に対応する部位は少なくと
も部分的に閉じられているが、該塗布具挿入部に対応する部位は、細長い棒状本体とその
先端に配設された液体保持部とを有する塗布具を、外部から入出自在に挿入できるように
開放されており、
　該袋体は該片端縁を下方に向けて該袋体収納部内に位置せしめられており、該包装体を
介して該袋体を押圧することによって、該袋体の該片端縁が開封されて該袋体内から該歯
科用液体が該片端縁を通して該袋体収納部の下部に流出せしめられ、該塗布具挿入部の下
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部に流動し、
　開放されている上端縁を通して該塗布具を該塗布具挿入部内に挿入することによって、
該塗布具の該液体保持部に該歯科用液体を付着せしめることができる、
　ことを特徴とする合成樹脂製包装体が提供される。
【０００８】
　好ましくは、該袋体はその他端縁部の少なくとも一部を包装体の該上端縁部の所定部位
間に介在せしめて該袋体収納部内に導入され、該上端縁部を部分的に接合することによっ
て該上端縁部の該袋体収納部に対応する部位が閉じられると共に該袋体の該他端縁部が包
装体の該上端縁部間に拘束され、該袋体の該片端縁は該袋体収納部の下端縁から上方に離
間して位置する、或いは該袋体収納部と該塗布具挿入部との境界に沿って且つ下端部を除
いて、包装体の対向する壁面を接合することによって、該袋体が該袋体収納部内の所要位
置に拘束され、該袋体の該片端縁は該袋体収納部の下端縁から上方に離間して位置する。
帯状合成樹脂フィルム乃至シートを筒状形態にせしめて両端縁部を全長に渡って接合し、
該筒状形態の下端縁部を全長に渡って接合すると共に上端縁部を部分的に接合することに
よって形成され、該袋体は該上端縁部を部分的に接合する前に該袋体収納部内に導入され
るのが好適である。該袋体収納部の下部及び該塗布具挿入部の下部の少なくとも一方は透
明乃至半透明であるのが望ましい。該塗布具挿入部の上端縁部において片壁面には上端縁
から下方に延在する切欠が形成されているのが好適であり、そしてまた該塗布具挿入部の
上端縁部において他壁面は片壁面とは異なった色に着色されているのが好適である。該塗
布具挿入部の上端縁は少なくとも一部において該袋体収納部から離れる方向に向かって漸
次上方に傾斜せしめられることも好適である。該下端縁は両壁面の下端縁部を相互接合す
ることによって閉じられており、該下端縁部の相互接合領域における該袋体収納部に対応
する部分は該塗布具挿入部から離れる方向に向かって漸次上方に傾斜せしめられている、
或いは該下端縁部の相互接合領域における該塗布具挿入部に対応する部分は該袋体収納部
から離れる方向に向かって漸次上方に傾斜せしめられているのが好都合である。該袋体収
納部の少なくとも片壁面の所定押圧部位には表示が施されているのが好ましい。好適形態
においては、該袋体収納部内には少なくとも２個の袋体が位置せしめられており、少なく
とも２個の袋体から流出された液体が混合される。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の包装体においては、袋体を押圧することによってその片端縁から流出せしめら
れる歯科用液体は、包装体の閉じられている下端縁に向けて流動せしめられる故に、歯科
用液体が偶発的に外部に流出してしまうことはない。袋体の下端縁が包装体の下端縁から
上方に離間して位置する形態においては、袋体を押圧することによって袋体から流出せし
められた歯科用液体は袋体の下端縁から離間せしめられ、従って袋体の押圧が解除された
後に袋体が弾性的にものとの状態に戻ったとしても、袋体から流出せしめられた歯科用液
体が袋体内に戻されてしまうことはない。また、袋体収納部及び塗布具挿入部の少なくと
も下部は透明乃至半透明である形態においては、袋体から袋体収納部の下部に流出せしめ
られ、塗布具挿入部の下部に流動する歯科用液体の流動を目視で確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に従って構成された包装体の好適実施形態の斜面図。
【図２】図１に示す包装体における袋体の斜面図。
【図３】図１に示す包装体の製造様式を説明するための斜面図。
【図４】２個の袋体を袋体収納部に収納した場合の、図１の線IV－IVにおける横断面図。
【図５】図１に示す包装体の使用様式を説明するための斜面図。
【図６】図５に示す塗布具の斜面図。
【図７】本発明に従って構成された包装体の他の好適実施形態の斜面図。
【図８】本発明に従って構成された包装体の更に他の好適実施形態の斜面図。
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【図９】本発明に従って構成された包装体の更に他の好適実施形態の斜面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に従って構成された好適実施形態を図示している添付図面を参照して、更
に詳細に説明する。
【００１２】
　図１には本発明に従って構成された合成樹脂製包装体の好適実施形態が図示されている
。図示の包装体２は、全体として縦長矩形状の薄い袋形態であり、両側縁４ａ及び４ｂ並
びに下端縁６は全体に渡って閉じられている。
【００１３】
　両縁側４ａ及び４ｂは、袋体収納部１２の下部に流出した歯科用液体が毛細管現象によ
り包装体２の上端縁部へ上昇しない構造とすることが好ましい。具体的には、両縁側４ａ
及び４ｂは、包装体２の横断面視において、半円状、半楕円状の略半円形状とすることが
好ましい。また、両縁側４ａ及び４ｂは、略半円状でなくとも、歯科用液体が毛細管現象
により歯科用液体を上昇させない程度に、両縁側４ａ及び４ｂを構成する面と面とが十分
な距離を有するような構造であってもよい（この場合、包装体２は、下記に詳述する射出
成形、押出成形、ブロー成形により加工した樹脂製品であることが好ましい。）。両縁側
４ａ及び４ｂが上記構造となることにより、袋体収納部１２の下部に流出した歯科用液体
を後に詳述する塗布具３０の液体保持部３４（図５及び６参照））で採取することが容易
となり、歯科用液体の揮発も抑制することができる。
【００１４】
　上端縁８はその一部８ａは開放されているが残部８ｂは少なくとも部分的に、図示の実
施形態においてはその全体に渡って、閉じられていることが重要である。包装体２内には
横方向に隣接して位置する塗布具挿入部１０と袋体収納部１２とが規定されており、上端
縁８の開放されている一部８ａは塗布具挿入部１０に対応し上端縁８ｂの閉じられている
残部８ｂは袋体収納部１２に対応している。包装体２は、全部分が不透明であっても透明
乃至半透明であってもよいが、塗布具挿入部１０の下部及び袋体収納部１２の下部の少な
くとも一方が透明乃至半透明であるのが好都合である。これらの下部が透明乃至半透明で
あることにより、歯科用液体の流出状態を確認することができる。透明乃至半透明である
範囲は、塗布具挿入部１０の下部及び袋体収納部１２の下部において、流出した歯科用液
体が確認できる程度であって、塗布具挿入部１０の下部及び袋体収納部１２の下部のいず
れか一方でもよいが、歯科用液体の流出状態の確認及び包装体２の成形容易性等を考慮す
ると、塗布具挿入部１０の下部及び袋体収納部１２の下部の双方が透明乃至半透明である
ことが好ましい。
【００１５】
　包装体２の袋体収納部１２内には袋体１４が収納されている。かかる袋体１４は、図２
に図示するとおりのピロー体或いはピロー包装体と称されているそれ自体は周知の形態で
よく、帯状フィルムを筒状形態にせしめてその両端縁部１６を加熱融着によって接合する
と共に筒状形態の下端縁部（片端縁部）１８及び上端縁部（他端縁部）２０を加熱融着に
よって接合して形成したものでよい。図２においては、帯状フィルムの接合された両端縁
部１６に交差斜線を付し、同様に筒状形態の接合された下端縁部１８及び上端縁部２０に
も交差斜線を付している。この袋体１４内には歯科用液体２１が収納されている。
【００１６】
　袋体１４を形成する帯状フィルムは、ポリエチレン、ナイロン、ポリエチレンテレフタ
ラート、ポリプロピレン、アルミニウム等の公知のフィルム或いはこれらをラミネート加
工したラミネートフィルムでよい。中でも、歯科用液体は一般的に揮発性成分を少なくと
も一部として含有する場合が多いため、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリ塩化
ビニリデン、シリカ或いはアルミニウムなどのガスバリア性を有するフィルムを含む構成
とすることが好適である。一般に、歯科用液体は、重合性単量体及び／又は光開始剤を含
む場合が多いため、遮光性のフィルムを使用することが特に好ましい。そのため、袋体１
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４は、ガスバリア性、遮光性の両性質を併せ持ち、さらに成形性も良好な、アルミニウム
を蒸着した樹脂フィルム（アルミニウム蒸着フィルム）からなることが特に好ましい。帯
状フィルムの厚さは材質により適宜選択することができるが、フィルムの成形性を考える
と２５～２００μｍ程度とすることが好ましい。フィルムの硬さ（引張弾性率）は、特に
制限されるものではないが、１ＭＰa～１０ＧＰａ、殊に１～５ＧＰａ、であるのが好ま
しい。
【００１７】
　袋体１４に押圧力を加えた時にその下端縁部１８の接合が解除されて収容されている歯
科用液体２１が下端縁（片端縁）を通して排出されるようになすために、シール時の圧接
強さ及び温度を変更する或いはシール幅やシール形状を変更する等によって下端縁部１８
の接合強度が上端縁部２０の接合強度よりも低減されているのが好都合である。具体的に
は、ＪＩＳＺ０２３８に準じてシール強度の評価を行った場合には、上端縁部２０におい
て１５～７０Ｎ／１５ｍｍの範囲であることが好ましく、下端縁部１８においては１～１
５Ｎ／１５ｍｍであるのが好ましい。なお、本発明の合成樹脂製包装体の構造であれば、
接合されたフィルムの両端縁部１６は、圧力がかかり難く、破断し難いため、接合が解除
されない程度の接合強度でよい。所望ならば、袋体１４の下端縁部１８と上端縁部２０と
の接合強度を実質上同一にして袋体１４を形成し、後に更に詳述する如く袋体１４の上端
縁部２０を包装体２の上端縁部間に位置付けて包装体２の上端縁部を加熱接合することに
よって上端縁部２０の接合強度を増大することもできる。
【００１８】
　袋体１４に収納する歯科用液体の粘度は、特に制限されるものではない。但し、本発明
の合成樹脂製包装体は、低粘度の歯科用液体を使用する場合に好適に使用できる。具体的
には、２５℃での粘度が０．０００１～０．１Ｐａ・ｓ、特に０．０００１～０．００１
Ｐａ・ｓである歯科用液体を使用する場合に、本発明の合成樹脂製包装体は好適に使用で
きる。
【００１９】
　図３ａ及び図３ｂを参照して図１に図示する包装体２の製造様式の好適例について説明
すると、最初に、図３ａに図示するとおり、帯状合成樹脂フィルム乃至シート２２を筒状
形態にせしめて両端縁部２４を全長に渡って、好適には加熱融着によって、接合する（図
３ａにおいては、両端縁部２４を明確に図示するために、図１及び図３ｂの場合とは逆に
裏面側から見た状態で筒状形態を図示している）。加熱溶着は、一対の加熱ブロック（図
示していない)を重ね合わされたフィルム乃至シートの両側面に押し付けることによって
好都合に遂行することができる。加熱融着による接合強度を充分に強固なものにせしめる
ためには、例えば一対の加熱ブロックの相互対向面を凹凸が繰り返す面にして加熱溶着部
位を凹凸が繰り返す形態にすることができる。次いで、図３ｂに図示する如く、筒状形態
の下端縁部２６を全長に渡って接合する。この接合も加熱融着によって好都合に遂行する
ことができる。しかる後に、図１に図示する如く、筒状形態の上端縁部をその一部２８ａ
を除いてその残部２８ｂを少なくとも部分的に、好ましくはその残部２８ｂを全体に渡っ
て、接合し、かくして包装体２を完成する。上端縁部の残部２８ｂの接合も加熱融着によ
って遂行するのが好都合である。図１並びに図３ａ及び図３ｂにおいては、包装体２にお
ける接合された部位に交差斜線を付している。而して、上端縁部の残部２８ｂの接合に先
立って、上端縁部の残部２８ｂを通して包装体２の袋体収納部１２内に上記袋体１４を、
その下端縁（片端縁）を下方にせしめて、収納する。そして、この際には、袋体１４の上
端縁部（他端縁部）２０の少なくとも一部を筒状形態の上端縁部の残部２８ｂ間に位置せ
しめることが好適である。かくすると、筒状形態の上端縁部の残部２８ｂを接合すると、
袋体１４の上端縁部２０が包装体２の上端縁部の残部２８ｂ間に拘束され、袋体１４は袋
体収納部１２内の所定位置に拘束される。所定位置に拘束された袋体１４の下端縁は袋体
収納部１２の下端縁から上方に離隔して位置し、袋体収納部１２の下端縁（底縁）と袋体
１４の下端縁との間には所定間隔が存在するのが好ましい。所望ならば、帯状合成樹脂フ
ィルム乃至シート２２を筒状形態にせしめて両端縁部２４を接合するのに先立って、帯状
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合成樹脂フィルム乃至シートの所要部位（上記上端縁部の残部２８ｂの片壁面を規定する
部位）に袋体１４の上端縁部２０の少なくとも一部を接合し、しかる後に帯状合成樹脂フ
ィルム乃至シートに上述したとおりの処理を加えて包装体２を完成することもできる。
【００２０】
　袋体収納部１２に収納する袋体１４の個数は、歯科用液体の使用目的に応じてその数を
変更することができる。収納する袋体１４は、１個であってもよいし、２個以上であって
もよい。但し、合成樹脂製包装体の製造のし易さ、歯科用液体の使用目的等を考慮すると
、袋体１４は、１～４個程度とすることが好ましい。例えば、使用する歯科用液体が２液
混合型の接着液である場合には、図４に図示する如く、第一の接着液を収容した第一の袋
体１４ａと第二の接着液を収容した第二の袋体１４ｂとを重ね合わせた状態で、包装体２
の袋体収納部１２内に導入することができる。この場合には、第一の袋体１４ａから排出
される第一の接着剤と第二の袋体１４ｂから排出される第二の接着剤とが包装体２内にお
いて効果的に混合され得る。
【００２１】
　包装体２を製造するのに使用される合成樹脂フィルム乃至シートとしては、特に限定さ
れず公知の合成樹脂製フィルム乃至シートを採用可能であるが、透明性の良好なものが好
ましい。所望ならば、後加工によって塗布具挿入部１０の下部及び袋体収納部１２の下部
の少なくとも一方を透明乃至半透明とすることもできる。
【００２２】
　例を示すならば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、並びにエチレン、プ
ロピレン、及びブテン等から選ばれる少なくとも２種類以上のオレフィン系モノマーを共
重合した共重合体等のオレフィン系ポリマー；
　ポリメチルメタクリレート等に代表されるポリ（メタ）アクリル酸、及び２種類以上の
（メタ）アクリレート系モノマーを共重合した共重合体等の（メタ）アクリル系モノマー
；
　ポリスチレン，ポリ（アクリロニトリル－スチレン），ポリ（ブタジエン－スチレン）
，ＡＢＳポリマー等のスチレン系ポリマー；
　ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩素化塩化ビニル、及び
２種類以上の塩化ビニル系モノマー、又は酢酸ビニル系モノマー等を共重合した共重合体
等の軟質ビニル系ポリマー；
　ナイロン６，ナイロン６６，ナイロン６１０，ナイロン６１２，ナイロン１１，ナイロ
ン１２，ナイロン４６等のアミド系ポリマー；
　ポリエチレンテレフタレート等の不飽和ポリエステル樹脂；
　テレフタル酸ジメチル、１，４－ブタンジオール、ポリ（オキシテトラメチレン）グリ
コールを原料とし、エステル交換や重縮合反応で製造する熱可塑性エラストマー；
　ポリテトラフルオロエチレン、ポリトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、並
びにテトラフルオロエチレン、トリフルオロエチレン、及びフッ化ビニル等から選ばれる
少なくとも２種類以上のフッ素系モノマーを共重合した共重合体等のフッ素系ポリマー；
　その他、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレン
オキサイド、ポリフェニレンスルファイド、ポリスルホン；
　等が好適に使用できる。中でも、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、並び
にエチレン、プロピレン及びブテン等から選ばれる少なくとも２種類以上のオレフィン系
モノマーを共重合した共重合体等のオレフィン系ポリマーは、生体に対する安全性や素材
の透明性、柔軟性の特性が本発明の用途に最適であり、特に好ましい。
【００２３】
　包装体２を構成するフィルム乃至シートの厚みは、特に制限されるものではないが、２
０～５００μｍ、特に２０～２００μｍ、程度であるのが好ましい。また、フィルム乃至
シートの引張弾性率は、成形性、袋体１４の保持性等を考慮すると０．５～１０ＧＰａ、
特に１～６ＧＰａ、であることが好ましい。
【００２４】
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　包装体２を合成樹脂フィルム乃至シートから形成することに代えて、所望ならば、包装
体２は、合成樹脂製フィルム乃至シートとして例示したポリマーを射出成形、押出成形、
ブロー成形等することにより製造することもできる。また、これら成形方法にヒートシー
ル加工を組み合わせて製造することもできる。これら成形方法を採用した場合、当然のこ
とではあるが、包装体２を構成する樹脂層の厚み、弾性率は、合成樹脂フィルム乃至シー
トで示した範囲と同じであることが好ましい。
【００２５】
　次に、図５を参照して、本発明に従って構成された包装体２の上述したとおりの好適実
施形態の使用様式について説明する。最初に、例えば片方の手で包装体２を正立状態に保
持して、他方の手の２本の指で包装体２の袋体収納部１２を挟んで包装体２を押圧し、包
装体２を介して袋体１４に押圧力を加える。かくすると、袋体１４の下端縁部１８の接合
が解除されて袋体１４の下端縁が開封され、袋体１４内に収容されていた歯科用液体が袋
体１４内からその下端縁を通して包装体２の下部内に排出され、包装体２に塗布具挿入部
１０の下部に流動する。包装体２の袋体収納部１２内に２個の袋体（第一の袋体及び第二
の袋体）が収納されている場合には、２個の袋体から排出された歯科用液体２１が効果的
に混合されながら包装体２の袋体収納部１２の下部から塗布具挿入部１０の下部に流動す
る。所望ならば、図１及び図５に二点鎖線２９ａで示す如く、包装体２の下端縁部２６の
相互接合領域における袋体収納部１２に対応する部分を塗布具挿入部１０から離れる方向
に向かって漸次上方に傾斜せしめ、かくして袋体収納部１２の下部から塗布具挿入部１２
の下部への歯科用液体の流動を促進することもできる。他方、袋体１４に収容されている
液体量が比較的多量である或いは多数の袋体１４が包装体２内に存在しこれらの袋体１４
から排出される液体の総量が比較的多量である場合には、図１及び図５に二点鎖線２９ｂ
で示す如く、包装体２の下端縁部２６の相互接合領域における塗布具挿入部１０に対応す
る部分を袋体収納部１２から離れる方向に向かって漸次上方に傾斜せしめ、かくして塗布
具挿入部１０の開放されている上端縁から液体が偶発的に排出されてしまうことを可及的
に回避することもできる。
【００２６】
　次に、他方の手で塗布具３０を把持して、その先端部を開封されている上端縁を通して
塗布具挿入部１０内に挿入する。図５と共に塗布具３０の典型例を図示している図６を参
照して説明すると、それ自体は周知の塗布具３０は、細長い棒状本体３２とその先端に配
設された液体保持部３４とを有する。液体保持部３４は多数の毛状片から形成することが
できる。塗布具３０の液体保持部３４を塗布具挿入部１０の下端部まで進入せしめると、
そこに存在する歯科用液体が塗布具３０の液体保持部３４に歯科用液体が含有され、塗布
具３０を塗布具挿入部１０から引き出してその液体保持部３４を患部に適用して患部に歯
科用液体を施すことができる。また、使用途中に塗付具３０を塗付具挿入部１０に挿入し
た状態で静置する際には、一般的なカードホルダーやクリップ等で下縁端部２６を固定す
ることで立てたまま静置することができる。
【００２７】
　図７には、本発明に従って構成された包装体２の変形実施形態が図示されている。図７
に図示する実施形態においては、包装体２の塗布具挿入部１０と袋体収納部１２との境界
に沿って包装体２の対向する壁面が加熱融着によって接合されており（図７においては加
熱融着された部位３６に交差斜線を付している）、袋体収納部１２の横断面積が袋体１４
の横断面積に近似した大きさに制限されており、これによって袋体１４が袋体収納部１２
の所要位置に拘束され、袋体１４の下端縁が袋体収納部１２の下端縁から上方に離隔され
ている。袋体１４の上端縁は包装体２の接合された上端縁部２８ｂよりも幾分下方に位置
している。包装体２の塗布具挿入部１０と袋体収納部１２との境界に沿った上記結合は塗
布具挿入部１０及び袋体収納部１２の下部においては遂行されておらず、塗布具挿入部１
０の下端部と袋体収納部１２の下端部とは相互に連通されていることが重要である。
【００２８】
　図８には、本発明に従って構成された包装体２の他の変形実施形態が図示されている。
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図８に図示する実施形態においては、包装体２の塗布具挿入部１０の上端縁部において、
片面壁（図８において前側面壁）に上端縁から下方に延在する切欠３８が形成されている
。また、他面壁（図８において後側面壁）における切欠３８に対応する部位４０は、黒色
の如き適宜の色に着色されている。かくして、塗布具挿入部１０の上端縁部における塗布
具挿入口を使用者が容易に認識することを可能にしている。所望ならば、切欠３８の形成
を省略して、包装体２の塗布具挿入部１０の上端縁部おいて、片面壁及び／又は他面壁の
所要部位に着色を施すこともできる。図８に図示する実施形態においては、部位４０の上
端縁は包装体２の上端縁における閉じられている部位８ｂ(図１)の上端縁と同高であるが
、部位４０の上端縁を上記部位８ｂの上端縁よりも上方に位置せしめることもできる。ま
た、図８に図示する実施形態においては、切欠３８の下端縁は上記部位８ｂよりも下方に
位置しているが、切欠３８の下端縁を上記部位８ｂの上端縁と実質上同高に設定し、上記
部位４０を上記部位８ｂの上端縁よりも上方に位置せしめることもできる。更に、図９に
図示する如く、包装体２における塗布具挿入部１０の上端縁を袋体収納部１２から離れる
方向に向かって漸次上方に傾斜する形態にせしめることもできる。かような傾斜は、図示
の如く塗布具能入部１０の上端縁全体に渡って形成することに代えてその一部のみに形成
することもできる。図９に図示する実施形態は、製造自体が格別困難になることなく、塗
布具３０の挿入口の認識が充分に容易化されている。所望ならば、図９に図示する実施形
態においても、図８に図示する実施形態の場合と同様に、包装体２の塗布具挿入部１０の
上端縁部において、片面壁（図９において前側面壁）に上端縁から下方に延在する切欠を
形成することができる。
 
【００２９】
　図８に図示する実施形態においては、更に、袋体収納部１２の片面壁（図８において前
側面壁）における所定押圧部位、即ち袋体１４内に収容されている液体を排出する際に押
圧すべき部位、に押圧すべき部位であることを示す表示４２が施されている。図示の表示
４２は、灰色の如き適宜の色に着色された正六角形状とこの正六角形状内に施された「Ｐ
ｕｓｈ　ｈｅｒｅ」の文字から構成されている。袋体収納部１２の片面壁に代えて或いは
これに加えて他面壁（図８において後側面壁）に表示４２を施すこともできる。
【００３０】
　以上、本発明に従って構成された幾つかの実施形態について図面を参照して詳細に説明
したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱するこ
となく種々の変形乃至修正が可能であることは多言するまでもない。例えば、図示の実施
形態の包装体２は全体として薄い袋形態であるが、包装体の特に下端部の厚さを比較的大
きくせしめて包装体を自立可能な形態にせしめることもできる。
【符号の説明】
【００３１】
　　　　２：包装体
　　　４ａ：包装体の側縁
　　　４ｂ：包装体の側縁
　　　　６：包装体の下端縁
　　　　８：包装体の上端縁
　　　８ａ：包装体の上端縁における開放されている部位
　　　８ｂ：包装体の上端縁における閉じられている部位
　　　１０：塗布具挿入部
　　　１２：袋体収納部
　　　１４：袋体
　　　２１：歯科用液体
　　　３０：塗布具
　　　３８：切欠
　　　４０：着色部位
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　　　４２：表示

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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